
多文化共生推進プラン検討委員会
問市民活動課（☎内線2030）

日時／７月17日（水）　午後３時から（受け付けは午
後２時30分から）
場所／市役所本庁舎２階 　研修室１・２
内容／多文化共生推進プランの概要、アンケート調
　査について
傍聴者定員／10人（先着順）

information市政のお知らせ

家族介護慰労金のお知らせ

対象者／以下の条件を全て満たす方
　・市内に居住している
　・市県民税非課税世帯である
　・要介護４、５またはそれに相当する同居の要介
　　護者を自宅で常時介護している
　・要介護者が平成30年８月１日から令和元年７
　　月31日までの間、介護保険のサービスを利用し
　　ていない（通算７日間のショートステイは除く）
慰労金額／10万円
受付期間／８月１日（木）～30日（金）
※申込方法など、詳しくはお問い合わせください。

問高齢福祉課（☎内線2476）

市政のお知らせ information
金婚をたたえる集い

問高齢福祉課（☎内線2479）

日時／10月16日（水）　正午～午後３時30分
場所／県南生涯学習センター
対象者／市内に居住し、結婚生活50周年（昭和45年
　に結婚）を迎える夫婦、または昨年度の対象者で
　参加できなかった夫婦
内容／記念撮影、祝状贈呈、伝統芸能鑑賞など
申込方法／電話で
申込期限／7月31日（水）

information市政のお知らせ
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情報ひろば
市政のお知らせ

information市政のお知らせ
学校閉庁日のお知らせ

問指導課（☎内線5130）

　学校を取り巻く環境が多様化・複雑化している中、
教育力を高め、様々な教育改革への対応を進めると
ともに、現在常態化している教職員の長時間労働を
見直すため、市内全ての公立幼稚園、小、中、義務
教育学校において学校閉庁日を設けています。
閉庁日／８月13日（火）～16日（金）
　　　   11月13日（水）
　　　   12月26日（木）、27日（金）
※期間中の緊急時の連絡は、教育委員会事務局で対
　応します。

information市政のお知らせ
ヘルプマークを交付します

問障害福祉課（☎内線2339）

交付場所／
　障害福祉課、茨城県庁、各県
　民センター、各保健所

▲ヘルプマーク

　外見からは援助や配慮を必要
としていることが分からない方
が、周囲の方に配慮を必要とし
ていることを知らせることがで
きるマークです。

information市政のお知らせ
リサイクル自転車を販売します

問生活安全課（☎内線2299）

　7 月６日（土）から次の再利用自転車取扱店でリサ
イクル自転車を販売します。

※価格や販売方法など、詳しくは各取扱店へお問い
合わせください。

店舗名 所在地 電話
岡野輪店 川口一丁目 821‐0720
サイクルショップ楽輪堂 右籾 090‐4372‐3630
榎沢商会土浦店 中村南三丁目 842‐5664

赤地に白抜きの十
字とハートマーク
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問農林水産課（☎内線2711）

平地林や里山林の整備事業の要望を受け付けします

　市では、森林・湖沼・河川の環境保全に資する施策の推進を図るために導入された、県の森林湖沼環境
税を活用して、手入れの行き届かない平地林や里山林を整備する「身近なみどり整備推進事業」を実施して
います。

対象／おおむね0.3ha以上の森林
内容／森林（竹林を含む）の下刈、除間伐、枝打ちな
　どの整備
※面積に応じて事業費の上限があります。
受付期間／７月16日（火）～８月２日（金）　
※実施に際しては、10年間の維持管理、保全、森林
　以外への転用禁止などの遵守が条件となります。
申込方法／事前に電話のうえ直接
※事業の実施は要望の状況、予算などから勘案して
　決定します。詳しくはお問い合わせください。

平成30年実績
実施場所／宍塚、上坂田
総面積／0.46a
整備内容／・灌木、草木類の刈り取り
　             ・枯れ木の除伐
　             ・竹林整備
            　・保全標識の設置　など

市政のお知らせ information

情報ひろば
市政のお知らせ

　霞ヶ浦の汚れの原因で全体の約３割を占めているものが、家庭からの生活排水であることをご存知です
か。皆さんのちょっとした心遣いが、霞ヶ浦をきれいにします。まずはできることから水質浄化に取り組
んでみませんか。

廃食用油の回収場所
各地区公民館、生涯学習館、カスミ（ピアタウン店・中村店・並木店・中神立店）、とりせん木田余店、マ
ルヘイ荒川沖店、さん・あぴお、ハリガエ、まるも（神立店・まりやま店・都和店・おおつ野店）、コープ
土浦店、JAサンフレッシュはすの里

・台所に目の細かいストレーナーや三角コーナー
　を設置しましょう。生ごみはメタンガスや堆肥
　にリサイクルしています。生ごみを分別するこ
　とは水質浄化だけでなく、ごみの減量化にも貢
　献できます。
・鍋や皿の汚れは、洗う前に紙で拭き取ることで
洗剤の使用量が少なくなります。

わたしたちにできる水質浄化対策の例
・お風呂の残り湯は洗濯に利用しましょう。
・天ぷらなどの油は絶対に排水口などに流さず
使い切りましょう。捨てる場合は、廃食用油
の回収場所に出しましょう。回収した油は、
BDF燃料にリサイクルし、軽油の代替燃料と
して市公用車に利用しています。

問環境保全課（☎826‐1111　内線2379）

7 月15日（月）～９月１日(日)は

霞ヶ浦水質浄化強調月間です


